
 

 

【重要無形文化財】 

Ⅰ．答申内容 

 

（３）重要無形文化財の保持者の追加認定（総合認定） 

年齢は平成 27 年 7月 17 日現在 

 
重 要 無 形 文 化 財 

 
保      持      者 

名 称 保持者及びその代表者の氏名 所属する機関又は団体 氏 名 芸 名 生年月日 
（年齢） 住 所 

 

義太夫
ぎ だ ゆ う

節
ぶし

 

 

義太夫節保存会会員 

  

 代表者 

  上
うえ

田
だ

 悦
えつ

子
こ

 

  （竹
た け

本
も と

 駒
こ ま

之
の

助
す け

） 

 

東京都中央区築地4-1-1 

東劇ビル17階 

 

義太夫節保存会 

太夫（2名） 

村岡
むらおか

 泰子
や す こ

 竹本
たけもと

 佳之
よ し の

助
すけ

 

昭和30年 

8月23日 

（満59歳） 

東京都世田谷区 

木下
きのした

 有
ゆ

美
み

 竹本
たけもと

 友
とも

香
か

 

昭和38年 

2月10日 

（満52歳） 

京都府京都市 

三味線（2名） 

泉
いずみ

 裕子
ゆ う こ

 鶴
つる

澤
ざわ

 友
とも

勇
ゆう

 

昭和42年 

2月4日 

（満48歳） 

兵庫県洲本市 

正嶋
しょうじま

 奈津子
な つ こ

 豊澤
とよざわ

 雛
ひな

文
ふみ

 

昭和43年 

7月26日 

（満46歳） 

奈良県生駒郡斑

鳩町 
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Ⅱ．解説 

 

〔（３）重要無形文化財の保持者の追加認定（総合認定）〕 

 

３ 義太夫
ぎ だ ゆ う

節
ぶし

（義
ぎ

太
だ

夫
ゆ う

節
ぶ し

保
ほ

存
ぞ ん

会
か い

会
か い

員
い ん

） 

 

「義太夫節」は，昭和５５年４月２１日に重要無形文化財に指定され，その保持者と

して義太夫節保存会会員が総合的に認定され，現在２１名の保持者がいる。これらの保

持者に加えて，４名を保持者の団体の構成員として「追加認定」するものである。 

 

（１）保持者の団体の構成員の追加認定 

今回認定する４名は，義太夫節の技法を高度に体現し，重要無形文化財「義太夫節」

の保持者としてふさわしい者であるので，重要無形文化財「義太夫節」の保持者の団

体の構成員（義太夫節保存会会員）として追加認定するものである。 

 

（２）備考 

 ①追加認定の経過 

第 １次認定   ３０名  昭和５５年４月２１日 

第 ２次認定   １１名  昭和６１年４月２８日 

第 ３次認定    ８名  平成１２年６月 ６日 

第 ４次認定   １０名  平成２１年９月 ２日 

現保持者数     ２１名 

 

②今回追加認定後の保持者数 

２５名（延べ６３名） 
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Ⅲ．参考 

 

１．重要無形文化財の指定制度及び保持者等の認定制度 

  我が国の伝統的な芸能や工芸技術のうち，芸術上又は歴史上価値の高いものを重要無 

形文化財として指定し，これらのわざの高度な体現者・体得者をその保持者又は保持団

体として認定。 

 

＜認定の概要＞ 

（１）保持者 

  ①各個認定・・・重要無形文化財に指定されている芸能又は工芸技術を高度に体現・体

得している個人を認定。 

  ②総合認定・・・重要無形文化財に指定されている芸能を２人以上の者が一体となって

体現している場合に，これらの者が構成している団体の構成員を認

定。 

（２）保持団体 

重要無形文化財に指定される工芸技術の性格上個人的特色が薄く，かつ，当該わざ   

を保持する者が多数いる場合には，これらの者が主たる構成員となっている団体を認

定。 

 

２．指定・認定までの手続き 

  毎年１回，重要無形文化財の保持者の死亡による認定の解除数，芸能及び工芸技術の 

分野の実態などを踏まえて，有識者により構成する文化審議会の専門調査会における専

門的な調査検討を受けて，文化審議会の答申に基づき，文部科学大臣が保持者や保持団

体の認定を行っている。 
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３．「重要無形文化財」の指定件数と「保持者」及び「保持団体」の認定数 

 

 保持者（各個認定） 

（１）「重要無形文化財｣の指定件数と「保持者（各個認定）」の認定数 

区 分 
芸能の部 工芸技術の部 合計 

指定件数 保持者数 指定件数 保持者数 指定件数 保持者数 

指 定 ･ 認 定 前     ３８     ５５    ４０   ５７ 

※(５６) 

   ７８      １１２  

※(１１１) 

今回の指定･認定       １      ３      ０      １       １         ４ 

指 定 ･ 認 定 後     ３９     ５８    ４０    ５８ 

※(５７) 

    ７９     １１６ 

※(１１５) 

  ※工芸技術の部に重複認定が１人いるため，（ ）内の数は実人員を示す 

 

（２）「重要無形文化財保存特別助成金」の交付について 

   重要無形文化財保持者（各個認定）には，技の錬磨向上及び伝承者養成のための経

費として，「重要無形文化財保存特別助成金」（１人年額２００万円）を交付している。 

 

 

 保持者（総合認定）及び保持団体 

（１）「重要無形文化財」の指定件数と「保持者の団体」数及び「保持団体」数 

区 分 
芸能の部 工芸技術の部 

指定件数 保持者の団体数 指定件数 保持団体数 

指 定 ･ 認 定 前         １３         １３         １４        １４ 

今回の指定･認定           ０           ０           ０          ０ 

指 定 ･ 認 定 後         １３         １３         １４        １４ 

 

（２）上記団体には伝承者養成のために必要な経費を補助している。 

 


